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萩山口信用金庫 

 

当座勘定規定の改定について 

 

 平素は当金庫をご利用いただき、誠にありがとうございます。 

 当金庫では、2023年 9月 15日（金）より、ことらの取引開始に伴い下記の預金規定を改

定することとしましたのでご案内します。 

 なお、改定後の預金規定は、改定前からお取引いただいておりますお客様に対しましても

適用されます。 

 

記 

 

１．改定する預金規定 

  当座勘定規定（一般用） 

 

２．改定内容 

  以下の条項を改定いたします。   

改定後（新） 改定前（旧） 
第９条（支払の範囲） 

  ① 呈示された手形、小切手等の金額が

当座勘定の支払資金をこえる場合に

は、当金庫はその支払義務を負いませ

ん。 

  ② 呈示された手形、小切手は、呈示日

の１５時までに当座勘定に受入れまた

は振込まれた資金により支払います。 

    なお、１５時以降に入金した資金を

支払に充当したとしても当金庫は責任

を負わないものとします。 

  ③ 手形、小切手の金額の一部支払はし

ません。 

第９条（支払の範囲） 

  ① 呈示された手形、小切手等の金額が

当座勘定の支払資金をこえる場合に

は、当金庫はその支払義務を負いませ

ん。 

  ② 手形、小切手の金額の一部支払はし

ません。 

 

  

３．改定日 

  2023年 9月 15日（金） 

 

以 上 

https://www.shinkin.co.jp/hagiyamaguchi/news/pdf/006.pdf

